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に関する国際比較研究

【スライド-1】

この研究は、平成12年度のファイザーヘ

ルスリサーチ振興財団の国際共同研究助成

事業として実施したものです。

【スライド-2】

この調査では、e-Healthに関連する最近

の動向をいくつかとり上げていますが、本日

は時間の制限もありますので、特にe-Dis-

ease Managementに着目し、これを中心に

報告させていただきたいと思います。

【スライド-3】

e-Healthという言葉が最近よく使われま

すが、最初にその背景をみておきたいと思い

ます。e-Healthは、アンチ・マネジドケアの

台頭、あるいは医療の質の低下に対する消

費者の不満、そしてインターネットの普及に

よる医療情報・知識収集活動の活発化や、

患者中心主義といったものが誕生の契機に

なったとされています。

【スライド-4】

歴史的な流れを見ますと、もともとは遠

隔医療に関して情報技術を使うという

Telemedicineがベースにありました。この

Telemedicineが、1990年代半ばに米国の連

邦政府、州政府が遠隔医療に情報技術を用

いることによる付加価値を見極めるプロジェ

クトとしてTelehealthという言葉が使われ

ることになりました。その後、1990年以降のインターネットの急速な普及とあいまって、

1990年代後半からのe-Healthに移ってきたという流れです。特にインターネットによるヘル
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スケアの提供を意味してe-Healthを使うよ

うになったのは1999年以降のことです。

【スライド-5】

e-Healthの定義にはいくつかありますが、

Webの「e-Health」では以下のように示して

います。

医療プロバイダと患者、政府を結ぶため

の医療消費者の啓発、情報を知らせるとい

うことが1つ目のポイント。2つ目として、

医療提供と医療制度管理の革新を刺激する。

3つ目がアメリカの医療制度の改善。こうい

った3つの目的のために、情報通信技術を活

用することという定義がなされています。

【スライド-6】

e-Healthの領域に関しては、通常は4つあ

るいは5つの形で整理されています。

Contents/Community、Connectivity、

Commerce、Care。最後のComputer Appli-

cationに関しては、e-Healthを実現するため

の手段として、これを入れるものと入れない

ものがあります。

これから説明するe-Disease Management

は、この中の4番目のCareに分類されます。

【スライド-7】

それでは、今回の研究としてDisease

Managementに着目した理由と研究の視点

を説明いたします。ご存知の通り1990年代

後半、様々なe-Healthの会社が出てきまし

た。しかしITバブルの崩壊と相俟って、こ

れらのe-Healthの会社は、ほとんどが崩壊

したり、あるいは、あまりうまくいっていな

いという実情になってしまいました。この理

由は何でしょうか。それは、これら多くのe-

Healthの会社の収益源が、主に広告収入で

あったり、会費収入であったりということ

で、ビジネスを継続的に発展させるためのビ

ジネスモデルがきちんとできていなかったこ
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とが大きな原因だろうと考えられます。

そこで、私どもの研究におきましては、患者・消費者中心のヘルスケアの情報流通という

ことを中心におきながら、継続的に発展させるためのビジネスモデルということも念頭にお

いて、日本における導入を検討してまいりました。

【スライド-8】

特に消費者中心ということに関して、私

どもはインターネットメディシンという言葉

を使うことにしました。インターネットメデ

ィシンの位置付けは、先ほどの定義の中の、

特に消費者とのインタラクティブなコミュニ

ケーションを目指す部分にあります。

後ほどお話ししますが、インターネットメ

ディシンとほぼ同じ領域がe-DMとe-careで

あり、それらの手段としてCPOEやe-visitが

あると考えています。もちろんContents/Communityもe-DMのツールとして用いられます

が、Contents、Commerceといったものの中のBusiness to Business（B to B）モデルに関

しては、私どもの研究の範囲からは除いています。

【スライド-9】

CPOE（Computer Processed Order Entry）やe-prescribing、e-visit/e-encounterはe-

Disease Managementの一つの手段として、その中に包含されると考えることもできます。

CPOEはPCや情報端末を使った投薬・検査などです。またe-visitはWeb上での患者・医療

サービス提供者間のコミュニケーションです。これらを使ってe-Disease Managementが実

施されています。

【スライド-10】

では、Disease Managemenとはどのようなものでしょうか。これについては、アメリカ

Disease Management協会（DMAA）の定義があります。

この定義では、自己管理の努力が必要とされる患者集団のために作られた、ヘルスケアに
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おける介入・コミュニケーションシステムであるとされています。そして、医師と患者の関

係や医療計画をサポートする。それから、エビデンスに基づく診療ガイドラインや、これら

のガイドラインをベースとした、症状悪化、合併症の防止に重点をおいた診療のツールを提

供する。更に、総体的な健康改善を目標として、臨床的、人的、経済的アウトカムを評価す

るものであると定義されています。

【スライド-11】

同じくDMAAでは、Disease Manage-

mentのコンポーネントとして、6つをあげて

います。

まずは集団特性の記述、それからエビデ

ンスに基づく診療ガイドライン、診療連携モ

デル、患者自己管理のための教育・啓発、

プロセス、アウトカムの評価、継続的レポー

ト・フィードバックです。この6つを全て実

施するものがFull Integrated Disease Man-

agementであるとしています。またこれらのうちの一部のみを提供するものはDisease Man-

agement Support Serviceとよんでいます。

【スライド-12】

このコアプロセスをまた違う形で並べたものがこの図です。

まず、患者の集団をIdentificationします。ここでは受診状況や検査値さらにQOLなども

チェックされます。次にそれらのリスクをAssessmentしますが、ここではアンケートや電

話、そしてインターネットも使われます。そして、リスクごとの層別化を行って、介入を行

います。介入は教育プログラムや電話介入などもあります。最後に介入を計測しますが、こ

れも医学的指標だけではなくQOL、費用、そして患者・プロバイダー双方の満足度など多

面的です。計測した結果に基づいて、もう一度患者さんのAssessmentにフィードバックす

る。こういったTQC的な継続的改善プロセスでまわるものがDisease Managementです。

【スライド-13】

アメリカの医療システムでも、

ご存知の通り、Payer、Provider、

Patientという3つの関係者がいる

ことは基本的に日本と同じで、

Patientあるいは消費者はPayerに

対して保険料を支払う、そして

PayerからProviderにメディカル

サービスの F e e が支払われ、

Providerがメディカルサービスを

行うといった形になっています。
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この中にDisease Management Company

が位置します。すなわちDisease Manage-

ment CompanyはPayerと契約することによ

って、例えば糖尿病であれば、糖尿病の教育

サービスをPayerと契約を結んで、Provider

やPatientに対してサービス提供する。その

結果、糖尿病医療費が削減できれば、その

医療費の減少分をDisease Management

Companyは利益として得る。こういったビ

ジネスモデルの構造になっているわけです。

【スライド-14】

いくつかの事例の調査をしましたが、その

中の一つの例として、Health Heroという会

社をご紹介したいと思います。このHealth

Heroは、インターネットやそれ以外の情報

技術も使ったDisease Managementサービ

スを提供している会社です。

【スライド-15】

この会社では、心血管系の疾患から糖尿

病といった慢性疾患を対象に、Disease

Managementサービスを実施しています。

【スライド-16】

特徴的なところは、もちろんインターネッ

トも使っていますが、その他に、この写真の

ような情報通信機器も使っているというこ

とです。

HEALTH BUDDYという名前が付いてい

ますが、先ほどお示ししたいくつかの疾病領

域ごとに、アメリカで権威ある学会等のガイ

ドラインに基づいた形で、患者さんが自ら健

康を評価し日常生活の管理をするためのチ

ェックシートのようなものを、この機械を通

してセンターに情報を送ることができるとい

うものです。

そして、チェックの結果に基づいた指示

は、センターから電話あるいはメールで患者

さんに送られます。

－ 48 －

スライド13

スライド14

スライド15

スライド16



【スライド-17】

患者さんはHEALTH BUDDYなどを使って、日常生活や知識などを送るわけですが、そ

の送った情報を基に、センターの方では、このように患者さん毎のリスクを層別することが

できます。濃いシャドウがかかっているところは、ハイリスクの患者であるということです。

【スライド-18】

センターでは、患者マネジャーが患者さんから送られてきた情報により、右の方に示され

たような画面を見ながら、患者さんに対して指示を与えるということを行っています。

【スライド-19】

Disease Managementで重要なことにアウトカム評価がありましたが、ここでも様々なサ

ービスについて、こうした仕組みを使って本当に効果があったのかという評価がなされてい

ます。

これは、うっ血性心不全についての評価結果です。その一部をお示ししますと、入院期間

は、このシステムを使った場合には2.29日、使わなかった場合には11.65日と、滞在期間が

著しく減少している。

【スライド-20】

費用変化をみますと、1人の契約者が1年間にかかる直接の医療費についても、使った場

合には1,596ドルに対して、使わなかった場合には10,747ドルです。

－ 49 －

テーマ：医療経済

スライド17 スライド18

スライド19 スライド20



【スライド-21】

直接の医療費以外にも様々な費用がかかるわけですが、それらをトータルした総合的な費

用としては、このシステムを使った場合には11,854ドル、使わなかった場合には25,013ドル

と、トータルの費用の減少も見られています。

【スライド-22】

ところで、Disease Managementの実用モデルとして、患者の自己管理、患者マネージャ

ーによるサポート、医療提供者によるサポート、臨床診療の4つがあるとされています。

【スライド-23】

まず、患者の自己管理ですが、健康リスクの評価調査であるとか、個人の行動計画、よく

ある質問、自己啓発モジュールといったものを患者さん（消費者）がインターネット上で利

用するものです。

【スライド-24】

2番目が、患者マネージャーとリンクした患者サポートです。

患者マネージャーからのメッセージ伝達であるとか、注意喚起、毎日の健康に関する質問

などが、インターネットやそれ以外の情報通信技術を使って、患者さんとマネージャーとの

間でコミュニケーションと情報共有が図られるというものです。
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【スライド-25】

3番目が医療プロバイダーとリンクした患

者サポートです。

これはe-visitと関係するものも含まれ、診

察前の評価であるとか、モニターしたデータ

のグラフ化、医療記録の管理などが行われ

ます。

【スライド-26】

4つ目が、臨床診療の現場であり、完全に

e-visitになります。患者を追跡するための登

録簿であるとか、ディスプレー、ガイドライ

ンなどが提供されます。

【スライド-27】

米国におけるe-Disease Managementの

普及の環境要因としては、情報にアクセス

する消費者の増加、それから慢性疾患の増

加、技術的な発展があります。

一方メリットとしては、直接的に看護婦

さんや患者マネージャーが電話等で指導す

るよりもコストがかなり安くすむ。それから、

情報通信技術を使うことによって、個々の

患者ごとにテーラーメードの医療情報のカス

タマイゼーションができるということです。

これらがあって、米国ではe-Disease Man-

agementが普及してきています。

事例として紹介したHealth Heroでは、イ

ンターネットに加えて、別のデバイスも使っ

ていますが、インターネットだけでこういっ

たDisease Managementを行っている会社、あるいは全くインターネットを使わずにDis-

ease Managementを行っている会社など、様々あります。インターネットを使わない会社

の理由として、必ずしも全ての人がインターネットを使えるわけではないということも指摘

していました。

しかし重要な問題は、プライバシーと情報の質です。

【スライド-28】

まずプライバシーとしては、許可されていないユーザーが患者記録にアクセスしうる等々

の懸念があります。これらに関しては、特にHIPAA等の法律のカバーもあるわけですが、問

題としては、これらのコードが全て個人情報の安全性を保証するわけではなく、また、Web
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上の全ての情報を保護しているわけではない

ということで、より広範な規制の方法が、米

国でも引き続き検討されているところです。

もう一点重要なことは、Disease Manage-

mentに関しては、ある保険者と契約してい

る全ての加入者が対象になるわけですが、そ

の人達が果たして同意に基づいてこのプログ

ラムに参加しているのかということです。こ

の同意の在り方についても、現在様々な議

論がなされているところです。

【スライド-29】

問題点の2番目が情報の質の確保ですが、

これにつきましても、IHCの8つの倫理コー

ドやURACの53項目からなる基準がありま

す。これらも参考にしながら、今後日本での

e-Healthの普及が検討されるべきだろうと思

っています。

【スライド-30】

日本における適用の可能性を考える際に

は、医療保険システムの違いを検討する必

要があります。日本とアメリカの医療保険シ

ステムの違いの中で、果たしてe-Healthがビ

ジネスとして確立していくことができるのか

どうか。それから、e-Disease Management

に着目した場合には、やはりEBMをベース

にした診療ガイドラインと、その診療ガイド

ラインから教育プログラムへの発展が必要に

なるわけですが、EBMの普及が、今後大き

な課題になるだろうと思います。

【スライド-31】

本研究は、共同研究者として慶應義塾大

学の楊先生をはじめ、多くの方々にご参加

いただきました。インタビューにご協力いた

だきました会社を含め、ここで深く御礼申し

上げたいと思います。
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質疑応答

Ｑ： 日本への適用性に関してですが、私は日本ではDisease Managementはビジネス

として定着しないのではないかという意見です。その理由は、先生が挙げられた理由

とは少し違いまして、日本の場合には、非常に医療へのアクセシビリティーが良いも

のですから、患者さんが全部お医者さんの簡単に行くことができる。お医者さんが今

全部そのDisease Managementをやっているわけです。そのため、あまりDisease

Managementのような中間的なビジネスをやる必要性がないのではないかという感じ

を持っているのです。先生はそのへんはどのように思われますか。

アメリカの場合には、アクセシビリティーが悪いものですから、例えば患者さんも

お医者さんにかかれなくて、（言葉が悪いのですが）非常にひどい状態でほったらか

しにされている人もいるため、間にDisease Managementの介入する余地があるでは

ないかと思うのです。

Ａ： その点については、私は先生と違う意見です。

実際の医療の現場を見ますと、医療機関ごとにかなり診療の質のバラツキがあるだろ

うと思います。私も東京都で調査したことがありますが、例えば糖尿病で見ますと、

糖尿病の専門の先生などは、1月に数百人の患者さんを見ているわけです。そういっ

たお忙しい先生が、果たして日常生活や患者さんの自己管理まで十分に時間を取る

ことができるのかということに関して、私は疑問を感じております。さらに非専門施

設での質はどうかといった疑問もあります。

一方、この4月から日常生活の指導の管理料がついたということもありますし、日

常生活のサポートというものが、新たなビジネスとして発展していくのではないかと

考えております。

ちょうど先週、千葉のある病院の関係会社がDisease Managementを事業として始

めるというような新聞記事もありました。私は今後期待できると考えています。

座長： いわゆる保険者機能ということが最近よく言われていますが、今のお話は、病院サ

イドと同時に、例えば民間の健保組合など、保険者の側がどんどん導入していくとい

う方向は考えられませんか。

Ａ： ご指摘の通りです。ビジネスとしてやっているわけではないのですが、いくつかの

企業の健保組合はすでにDisease Management的な取り組みを始めております。こ

れに関しても、私ども医療経済研究機構で、一昨年、産業医大の松田先生と一緒に

調査をしたことがあります。かなり先進的な健保組合では、健保組合自身をHMOの

形にしてみたり、あるいはPBMのようなビジネスを始めてみたりというように、す

でに動きが出てきております。
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